
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申 込 書   インターナショナル・チャリティーラン 2017  申込日 ２０１７年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊協賛の方で領収書が必要な方は☑を入れてください。     □ 領収書必要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■主催■   滋 賀 ＹＭＣＡ 

■共催■   ワイズメンズクラブ国際協会西日本区びわこ部、ＹＭＣＡ同盟／国際賛助会（ＦＣＳＣ） 

■後援■  内閣府／厚生労働省／(福)全国社会福祉協議会／滋賀県／滋賀県教育委員会／近江八幡市／野洲市 

滋賀県社会福祉協議会／公益財団法人滋賀県文化振興事業団／近江八幡市教育委員会／竜王町 

ＢＢＣびわ湖放送／        大津放送局／エフエム滋賀／滋賀報知新聞／朝日新聞大津総局 

読売新聞大津支局／京都新聞 

 

 

 

 

 

 

 

法人・団体名  

氏   名  

住 所  〒 

 

電 話  （        ）    － 

ＹＭＣＡでの所属または紹介者 

事務局欄 ①領  ②Ｙ領  

Ａ 

法人協賛 

個人協賛 

１口  ２，０００円～ 

 

（    ）口       円 

Ｂ 

ランナー協賛 

□ チーム協賛  ８，０００円 

 

□ 個人協賛   ３，０００円 

Ｃ 

物品寄付 

 

物品名                    数量          

 

物品名                    数量          

 

物品名                    数量          

Ｄボランティア □受付・案内 □競技 □会場 □救護 □特に問わない ＊希望通りにならない場合あり 

滋賀ＹＭＣＡとは 

YMCA は、Young Men’s Christian Association の略。

1844年、ロンドンで誕生し、現在、世界 119の国と地域で

組織され会員数はおよそ 5,800万人。世界の人々が心豊か

な社会の中で、共に明るく生きる平和な地球共同体の実現

に向けて、活動を続けています。青少年の限りない可能性、

思いやりに満ちた心の成長を求めるとともに、よりよい地

域社会の形成を願い、様々な奉仕活動、教育活動を行って

います。滋賀ＹＭＣＡの前身は彦根ＹＭＣＡです。1950

年に設立された彦根ＹＭＣＡは 1986 年に財団法人滋賀Ｙ

ＭＣＡを設立し、1987 年に近江八幡ＹＭＣＡ（1907 年設

立）が加わり、現在の滋賀ＹＭＣＡが形成されました。「国

際交流・国際協力」「奉仕活動」「語学教育・学習教育」「野

外活動」「体育活動」「文化活動」「社会教育」など地域に

根ざしたプログラム展開をしています。 

協賛・ボランティア  

 この大会の主旨に賛同し、応援してくださる方を募集します。集め

られた協賛金・寄付のうち、経費を除くすべてをＹＭＣＡが行う障

がいのある子どもたちへの活動やその指導者養成に使用させてい

ただきます。 

Ａ 協   賛   １口 2,000円～ 

Ｂ ランナー協賛 

チーム協賛 8,000円 

個人協賛 3,000円 

Ｃ 物品寄付 

Ｄ ボランティア  
（当日ボランティア： 受付・案内・競技・会場・救護など） 

「大会申込規約」「諸注意」及び「個人情報の取り扱いについて」をご確認の上ご賛同いただき、お手続きください。 

ご協賛いただきました団体・法人の名称もしくは個人の氏名を、大会当日に配布する資料へ掲載いたします。 

＊掲載を希望されない場合は、事前に事務局へお申し出ください。 

振込先 滋賀銀行 八幡駅前支店  普通 ２７２２８３ 一般財団法人滋賀ＹＭＣＡ
ワ イ エ ム シ ー エ イ

チャリティーラン事務局 

私たちは 障がいのある 子どもたちを 応援しています 

第２回 滋賀ＹＭＣＡ 

インターナショナル・チャリティーラン 2017 

201７年 6 月４日(日)      ８：３０～１２：３０ 

希望が丘文化公園 陸上競技場 野洲市北桜 978 

 
 

 

滋賀ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーラン事務局       https://sites.google.com/a/shigaymca.org/home/ 

〒523-0891 近江八幡市鷹飼町 537-3 ＭＡＩＬ： c-run@shigaymca.org  ＴＥＬ：0748-33-2420  ＦＡＸ：34-8230  

雨天決行 

申込締切日 2017年 5月 13日（土） 先着順 

National Sponsor 

Prize Sponsor 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017年 6 月４日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

申 込 書  インターナショナル・チャリティーラン 2017  申込日 ２０１７年  月  日 

フ リ ガ ナ  

参加者名（個人） 

会社名・チーム名(チーム) 
 

連絡先 

〒      - 

 

 

Tel.                          Fax. 

携帯 

E-mail 

フ リ ガ ナ  YMCA での所属または紹介者 

連絡担当者名（チームのみ）  

参加種目 □ 個 人  □ タイムレース  □ 宣言タイムレース 

事務局欄 ①領  ②Ｙ領  

         宣    誓          

私は、滋賀ＹＭＣＡ第２回インターナショナル・チャリティーラン 201７に参加するにあたり、良好な健康状態にあり、 

健康を害することなくレースに参加できることをここに誓い、また、他者の健康と安全には十分な注意を払って競技に参 

加し、また、私の責任においてレースに参加し、従って、起こりうるいかなる怪我や事故に対しても、参加者、傍観者、 

また主催者に責任を帰せないことに同意します。私は、「大会申込規約」に同意し参加することを誓います。 

走 者 名前 （漢字・ふりがな） 学年・年齢 
保護者氏名 

（走者 18 歳未満の場合） 

宣言タイムレースの方は 

時間を記入ください 

第１走者     

第２走者     

第 3 走者     

第４走者     

★走者が未成年（18 歳以下）の場合は保護者氏名欄及び参加者・走者お名前の欄は、原則保護者直筆の署名または、第三者 

が代筆の場合は、出場者の保護者の確認を得ていただきご署名いただきますようお願いします。 

★申込時に走者署名が揃わない場合も、一旦お申込みください。大会までに全員ご署名の上ご提出ください。 

★大会中の万一の事故については、応急手当をいたします。尚、後の責任は、傷害保険による補償以外は負いかねますので、 

あらかじめご了承ください。 

 

 

あなたの助けを必要としている人に手を差し伸べてください  
全国ＹＭＣＡチャリティーラン大会委員長       有森 裕子    

ＹＭＣＡインターナショナル・チャリティーランは障がいのある子どもたち

を応援するイベントです。障がいのある人もない人も共に走り、支えあうこと

で障がいのある子どもたちが幸せに生きていくための理解と共感の浸透を広げ

ることをミッションとし、全国で開催しています。ぜひあなたも参加してくだ

さい。 

私たちがめざすのは障がいのある人もない人もすべての人たちが共に幸せに

暮らすことができる社会です。社会を変えていくためには多くの人の力が必要

です。どうかあなたの力を貸してください。 

スケジュール 

Ａ 個 人 ラン（タイムレース）  
     【参加費】 中学生以上： 3,000円 

小学生以下： 1,500円 

Ｂ チームラン（タイムレース） 

Ｃ チームラン（宣言タイム）  

1チーム ４名 
     【参加費】  １チームの参加費です 

中学生以上： 8,000円 

小学生以下： 4,000円 

小学生以下を含む混合： 6,000円 

８ ： ０ ０ 受付開始 

８ ： ３ ０ 開会式 

９ ： ０ ０ 個人タイムレース 

９ ： ５ ０ チーム【タイム】レース 

１０：４０ チーム【宣言タイム】レース 

１１：３０ お楽しみタイム 

１２：００ 表彰式 

種 目 

 

諸注意 

 

大会申込規約 

 
1.自己都合による申込後の種目変更、キャンセルはできません。

また、過剰入金・重複入金の返金はいたしません。 

2.地震・風水害・降雪・事件・事故・疾病による開催縮小・中止・

通知方法についてはその都度主催者が判断し、決定します。 

3.上記 2に該当する中止に伴う参加費返金はいたしません。 

4.参加者は、心疾患・疾病等なく、健康に留意し、十分なトレー

ニングをして大会に臨んでください。傷病・事故・紛失などに

対し、自己の責任において大会へ参加下さい。 

5.参加者は、大会開催中に主催者より競技続行に支障があると判

断された場合、主催者の競技中止の指示に従って下さい。また、

その他、主催者の安全管理・大会運営上の指示を厳守下さい。 

6.大会開催中に傷病が発生した場合、応急手当を行いますが、そ

の方法・経過等については主催者は責任を負いません。 

7.参加者は、大会開催中の事故・紛失・傷病等に関し、主催者の

責任を免除し賠償責任等の請求は行わないこととします。 

8.大会開催中の事故、傷病への補償は主催者が加入した保険の範

囲であることを了承します。 

9.参加者の家族・親戚・保護者（参加者が未成年の場合）、また

はチームメンバーは、本大会への参加承諾を得ることとしま

す。 

10.年齢・性別・虚偽申告・申込者本人以外の場合は認めません。

その場合出場が取り消されます。 

11.大会の映像・写真・記事・記録等をテレビ・新聞・雑誌・イ

ンターネット・パンフレット・主催者報告書などに報道・掲載・

利用されることを承諾することとする。またその掲載権・使用

権は主催者に属します。 

12.主催者は、個人情報の保護法令を遵守し、参加者の個人情報

を取り扱います。 

13.主催者は、前記の大会申込規約の他、大会規約に沿って開催

します。 

 

 

●雨天決行ですが、警報発令などによりやむを得ず中止する場合 

があります。但しその場合参加費・協賛金はご返金いたしませ 

ん。大会の趣旨にご賛同いただきましたものとさせていただき 

ます。この旨ご了承の上、お申込みください。 

●更衣用テントをご用意しています。 

●参加者は健康に十分注意し、医師の判断を受ける等自己責任に 

おいて参加してください。また、やむを得ずレースを途中棄権 

する場合は、大会実行委員に必ず連絡してください。無断で帰

宅しないようお願いします。 

●主催者は、競技中の事故についての応急処置は行いますが、そ 

れ以外の責任は負いません。 

●競技中、緊急車両の通行等により、走者を停止させ車輌の通行

を優先させる場合があります。 

 

＊Ｗｅｂ申込など、その他詳細は滋賀ＹＭＣＡ 

ホームページにて掲載しています 
 

個人情報取扱について 

主催者は、個人情報の重要性を認識し、個人情報の保護に関す

る法律及び関連法令を厳守し、主催者の個人情報保護方針に基づ

き、個人情報を取り扱います。大会参加者へのサービス向上を目

的として、参加案内、記録通知、関連情報の通知、次回大会の案

内、大会協賛・協力・関係団体からのサービスの提供、記録発表

（ランキング等）に利用します。また、主催者から申込内容に関

する確認連絡をさせていただくことがあります。 

申込方法 

1.必ずお申込みの前に「大会申込規約」「諸注意」及び「個人情報 

の取り扱いについて」をご確認の上ご賛同いただけましたらお手 

続きください。 

2.申込・入金の締切： ２０１７年５月１３日（土）まで 

3.申込書の提出： 申込書・宣誓書（チームエントリーまたは個人）、 

協賛申込書に必要事項をご記入の上、チャリティーラン事務局ま

で郵送・メール・ＦＡＸにてご送付、または滋賀ＹＭＣＡまでご

持参ください。 

4.参加費・協賛金入金先：銀行振込または滋賀ＹＭＣＡ受付へ持参 

  振込先： 滋賀銀行 八幡駅前支店 普通 ２７２２８３ 

       一般財団法人滋賀 YMCAチャリティーラン事務局 

         （恐れ入りますが振込手数料はご負担ください。） 

5.申込書の到着と、参加費の入金確認をもって申込完了とします。 

お振込の方は振込表兼受領証を大会当日まで保管してください。

受付時に提示をお願いすることがございます。 

6.申込完了後、事務局より参加者へ詳細のご案内を郵送いたしま

す。5 月中旬より順次郵送いたしますが、大会 1 週間前になって

もお手元に届かない場合は事務局までお問い合わせください。届

きましたら内容をご確認ください。 

チャリティーランとは・・・・ 
障がいのあるこどもたちを支援する「ＹＭＣＡインターナシ

ョナル・チャリティーラン」は 1983 年に東京で始まり、全国

20カ所のＹＭＣＡで開催しています。全ての人たちが心地よく

生きられる社会を目指して、一緒に走り、応援し、そして楽し

みます。楽しみながら参加することがチャリティーとなります。

選手として参加の他、ご寄付、商品のご提供、運営ボランティ

アなど様々な方法でご支援をお願いしています。 

 

チャリティーの支援金は 

①滋賀ＹＭＣＡが行う発達障がい児プログラム 

（ソーシャルスキルトレーニング・野外活動・ 

キャンプ・体育・学習など） 

 

②全国で行う障がい児プログラム 

（知的障がい・肢体障がい・発達障がいなど） 

に活用されます。 


